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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

全日空輸株式会社所属日本航空機製造式ＹＳ－１１Ａ型ＪＡ８７２８は、全日空５１６便

（高知―大阪）として、昭和５１年４月１９日１６時０２分ごろ大阪国際空港に着陸の際、後 

部胴体の下部を滑走路に接触し、機体は中破したが、この事故による人員の死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５１年４月２０～２１日　現場調査

７月８日　意見聴取

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５１年７月８日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ８７２８は旅客６２名乗組員４名がとう乗し、１５時１４分高知空港を離陸し正常に飛 

行し大阪国際空港に向った。

同機は、大阪ＮＤＢから５浬（９，０００メートル）の地点で大阪アプローチより高度３，５００ 

フィートから２，３００フィートへの降下及びＩＬＳ進入を承認され、大阪タワーとの交信を指 

示された。

１５時５６分、同機は大阪タワーと交信し、「滑走路３２Ｒ、大阪ＮＤＢで報告せよ、風向 

風速は２３０°１５ノット」指示及び情報を得た。

１５時５７分、同機は高度２，８００フィートでフラップ１０°にセットし、１５時５８分に 

着陸装置を下げにして、高度２，３００フィートで大阪ＮＤＢを通過し着陸装置の下げを確認し 

大阪タワーに報告した。

大阪タワーは「滑走路３２Ｌに変更。進入継続せよ。風向風速２４０°５ノット」の指示及び

情報を通報した。

１５時５９分、同機は高さ１，９００フィートでフラップ２０°にセットした後アウターマー 

カーを高度１，７００フィートで通過し大阪タワーに報告した。大阪タワーは「滑走路３２Ｌ着 

陸支障なし、風向２４０°風速１５ノット」と着陸許可を与えた。同機は高度５００フィートでフラ 

ップ３５°にセットして進入し、１６時０２分滑走路末端から約３７０メートルの内側の進入角 

指示灯付近に接地したが、約４００メートルバウンドして再接地した際、後部胴体の下部が滑 

走路と接触した。

乗組員は接触したとは気付かず、航空機に別に異常を認めず地上滑走を続け、１６時１０分

スポット２７に駐機した。

当該乗組員は旅客の降機が終了した後降機したが、地上整備員が同機の尾部を点検していた 

ので、初めて後部胴体の下部が滑走路と接触したことを発見した。



２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗員

乗組員 その他
その他

死亡　０　０　０　

重傷　０　０　０

軽傷　０　０　０

なし　４　６２

２．３　航空機の損壊の程度

中破

２．４　航空機以外の物件の損壊

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和２３年２月２１日生

技能証明　定期運送用操縦士　第１９６７号

昭和４９年８月７日取得

限定事項　飛行機陸上単発及び多発

日本航空機製造式ＹＳ－１１型

ボーイング式Ｂ－７２７型

機長発令　昭和５０年９月２３日

総飛行時間　３，５１９時間

同型機飛行時間　１，９７９時間

最近３０日間の飛行時間　３１時間

第１種航空身体検査証明書　第１１８１３８０９号

有効期間　昭和５１年４月１６日から昭和５１年１０月１５日まで

副操縦士　昭和２２年４月２５日生



技能証明　事業用操縦士　第４６８３号

昭和４８年３月２２日取得

限定事項　飛行機陸上単発及び多発

日本航空機製造式ＹＳ－１１型

総飛行時間　６８１時間

同型機飛行時間　３６０時間

最近３０日間の飛行時間　２１時間

第１種航空身体検査証明書　第１１８１２８３０号

有効期間　昭和５０年９月１５日から昭和５１年９月１４日まで

２．６　航空機に関する情報

型式　日本航空機製造式ＹＳ－１１型

製造年月日　昭和４１年１月１３日

製造番号　第２０９６号

耐空証明書番号　大４４－２８１

総飛行時間　１６，０５４時間１５分

オーバーホール後の使用時間　４，０５６時間２２分

重量および重心位置は５０，５０２ポンド２８％で許容範囲（２１％～３６％）内であっ

た。

２．７　気象に関する情報

大阪航空測候所の事故当日の観測値は次のとおりであった。

１５時３０分　風向２４０度、風速１０ノット、視程１０キロメートル以上、雲量２／８ 

雲形積雲、雲高３，５００フィート、気温２２℃、露天温度１１度Ｃ 

ＱＮＨ３００２

１６時００分　風向２２０度、風速９ノット、視程１０キロメートル以上、雲量２／８ 

雲形積雲、雲高３，５００フィート、温度２１度Ｃ、露天温度１１度Ｃ 

ＱＮＨ３００２　バリアブル

１６時３０分　風向２３０度、風速９ノット、視程１０キロメートル以上、雲量２／８



雲形積雲、雲高３，５００フィート、温度２０度Ｃ、露天温度１１度Ｃ、ＱＮＨ

３００２、バリアブル

２．８　飛行場及び地上施設に関する情報

大阪国際空港には、アスファルトコンクリートの２本の滑走路１４Ｒ／３２Ｌ（３，０００メ 

ートル×６０メートル）及び１４Ｌ／３２Ｒ（１，８２８メートル×４５メートル）があり、そ 

の磁方位は３１５°／１３５°である。

滑走路１４Ｒ／３２Ｌには６０メートル×６０メートル及び１４Ｌ／３２Ｒには６１メート 

ル×４５メートルのオーバーランがあり、飛行場の標高は１２メートルである。

滑走路３２Ｌの勾配平均は上り０．２６０％である。航空保安施設のＩＬＳ及び進入角指示灯 

は正常に運用されていた。

２．９　飛行記録装置及び音声記録装置に関する情報

ＪＡ８７２８はサンドストランド社製ＦＡ５４２型Ｐ／Ｎ１０１０３５飛行記録装置及びフ 

エアチャイルド社製Ａ－１００型音声記録装置を胴体後部のステーション＋８０８０の右側に 

装備しており、何れも事故による損害をうけることなく取外し読取を行った。（付図参照）

２．１０　航空機及び部品の損壊に関する情報

中部胴体と後部胴体との結合部分（ステーション＋８０８０）の下部付近の巾２メートル長 

さ３．５メートルにかけて外板にすり傷及びしわ、桁及びフレームを湾曲及び変形並びにバルク 

ヘッドを湾曲及び亀裂の損傷をうけた。

３　事実を認定した理由

３．１　解 折

ＪＡ７８２８は、乗組員の口述及び事故後の同機の調査から、事故発生まで機体、エンジン 

及び操縦系統等の諸系統はすべて正常であったと認められる。

当時の風向風速は、同機が着陸許可を受けた際は２４０°１５ノットであり、同機の着陸に許容 

された範囲内であり、本事故に直接関係はなかったものと推定される。

ＦＤＲの解折等から、同機は滑走路末端から７浬（１３キロメートル）の大阪ＮＤＢを基準



高度の２，３００フィートで通過し、正規の３°の進入角度でＩＬＳコースのやゝ右側を進入した。 

滑走路末端から４．５浬（８．１キロメートル）のアウターマーカーは基準高度１，６００フィートに 

対し１，７００フィートで通過したが、特に不安定な進入であったとは考えられない。

アウターマーカー通過後５００フィートでフラップ３５°にセットした後、滑走路末端付近か 

ら着陸操作を始めたが、進入経路は３°の進入角度よりやゝ高く、速度処理も適切ではなかった 

ものと推定される。着陸操作については、（１）開始高度がやゝ高く（２）接地操作が円滑ではなく（３） 

通常の接地姿勢よりやゝ機首上げ姿勢となった。このため同機は機長の予想に反し高くバウン 

ドしたものと認められる。

当時航空機の操縦は副操縦士が行っていた。機長はバウンドしたので直ちに操縦を交替し、 

バウンド後のやゝ機首上げ姿勢を保持し、再接地の際さらに返し操作を行ったため通常の接地 

姿勢は４～５°の機首上げ姿勢であるのに反し、この時点で同機は１０～１１°の機首上げ姿勢と 

なり。このため機体の後部胴体の下部を滑走路に接触したものと認められる。

着陸復航については、機長はバウンド後の姿勢を保持している間速度が急激に減少していた 

ため復航を意図せず、バウンドからの回復に専念したものと認められる。

進入中の手順について、乗組員は進入中高度及び速度は確認していたが、同社の社内規程で 

ある飛行機運用規程によれば、１，０００フィート、５００フィート、３００フィート及びＤＨ 

（進入限界高度）の各高度に達したならば、高度及び速度を呼称することになっているが、何 

れの高度においても呼称していなかった。

また、航空機の操縦は副操縦士が行っていたが、機長は同社の社内規程である運行業務実施 

規程に定める副操縦士に操縦を実施させ得る機長資格がないのにもかゝわらず、副操縦士に操 

縦を実施させており、規程の遵守が行われていなかった。

４　結論

（１）　乗組員は適法な資格を有し、所定の身体検査に合格していた。

（２）　航空機は有効な耐空証明を有し、事故発生まで正常であったものと認められ、かつ事故時

の重量及び重心位置も許容範囲内であった。

（３）　当時の気象は、事故原因に直接関係はなかったものと推定される。

（４）　進入中の航空機の操縦は副操縦士が行っていたが、バウンドした後機長が操縦を行った。



（５）　進入はほゞ安定していたが、フラップ３５°にセットした後はやゝ高目であり、接地操作は 

円滑でなくバウンドした。

（６）　バウンドからの回復操作は適切でなく、再接地の時は１０°～１１°の機首上げ姿勢となり後 

部胴体下部を滑走路に接触した。

（７）　乗組員は進入中高度及び速度の呼称を行かなかった。

（８）　機長は、社内規程による副操縦士に操縦を実施させる資格を有していなかった。

原因

本事故は、接地時において副操縦士の引起し操作が円滑でないためにバウンドし、バウンド 

からの機長の回復操作が適切でなかったために過度の機首上げ姿勢となり、胴体下部を滑走路 

に接触したものと推定される。

ＦＯＲ　ＤＡＴＡ　ＪＡ８７２８（５１．４．１９）


